
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程 

 

平成１６年４月１日 

規程第  ７  号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則（平成

１６年基本規則第１号）第２５条第２項の規定に基づき、委員会に関し必要な

事項を定める。 

 

（委員会の種類） 

第２条 次に掲げる委員会を置く。 

（１）総合安全衛生管理委員会 

（２）安全衛生委員会 

（３）放射線安全委員会 

（４）遺伝子組換え生物等安全管理委員会 

（５）情報公開・個人情報保護委員会 

（６）人権問題及びハラスメント防止委員会 

（７）日本学生支援機構学資金返還免除候補者学内選考委員会 

（８）全学教員評価委員会 

（９）動物実験委員会 

（１０）施設検討委員会 

（１１）人を対象とする研究に関する倫理審査委員会 

（１２）基金委員会 

（１３）危機管理委員会 

（１４）研究リスクマネジメント委員会 

（１５）広報戦略委員会 

（１６）国際戦略委員会 

 

（審議事項等） 

第３条 委員会は、別表に定める事項を審議するとともに、その所掌に係る事項

について必要な企画及び立案を行う。 

 

（委員） 

第３条の２ 委員会の委員は、別表のとおりとする。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員のうち次に掲げる者の任期は、２年とし、再任されることができる。

ただし、委員の在職する期間は、当該委員を指名又は委嘱する学長又は研究科

長の在職する期間を限度とする。 

（１）学長が指名する職員 



（２）学長が指名する衛生管理者 

（３）学外の学識経験者 

（４）学長が必要と認める者 

（５）研究科長が指名する教員 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、学長又は学長が指名する者をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員（次条の規定

により、副委員長を置く場合にあっては、副委員長）が委員長の職務を代理す

る。 

 

（副委員長） 

第５条の２ 委員会に、副委員長を置くことができる。 

２ 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐する。 

 

（専門部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

 

（委員以外の出席） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができ

る。 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成１７年１月１８日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成１７年３月１５日から施行する。ただし、第２条第１３号の

規定は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年４月２１日から施行し、平成１７年４月１日から適用

する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年１０月２０日から施行する。 



   附 則 

 この規程は、平成１８年６月８日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年１１月１５日から施行し、平成１８年４月１日から適

用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１９年７月２６日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年７月２１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年９月２０日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和２年１２月１５日から施行する。 

 附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年１月１日から施行する。  

附 則 

 この規程は、令和５年２月２１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年７月１８日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



別表（第３条、第３条の２関係） 

委員会 審議事項 委員 

総合安全衛生管理委員会 （１）安全衛生の体制に係る総合調整に関する事項 

（２）安全衛生の計画に係る総合調整に関する事項 

（３）安全衛生の評価に係る総合調整に関する事項 

（４）安全衛生の改善に係る総合調整に関する事項 

（１）総括安全衛生管理者 

（２）保健管理センター所長 

（３）衛生管理者のうち学長が指名する職員 

（４）遺伝子組換え生物等総括責任者 

（５）放射線取扱主任者 

（６）企画総務課長 

（７）施設課長 

（８）研究科長が指名する教員 

（９）学長が指名する職員（化学物質管理に精

通した教員）  １人 

（１０）学長が指名する職員（高圧ガス管理に

精通した教員）  １人 

（１１）その他学長が必要と認める者 

安全衛生委員会 （１）学生及び職員の危険の防止に関する事項 

（２）学生及び職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関す

る事項 

（３）安全衛生に係る災害の原因及び再発防止対策に関する事項 

（１）総括安全衛生管理者 

（２）保健管理センター所長 

（３）企画総務課長 

（４）人事課長 

（５）衛生管理者のうち学長が指名する職員 

（６）安全衛生に関し経験を有する者のうち学

長が指名する職員 

放射線安全委員会 （１）放射線及びエックス線障害に対する対策及び処置に関する

事項 

（２）放射線及びエックス線障害防止に必要な学内規約等の制定

及び改廃に関する事項 

（３）放射線施設及び装置の新設、拡充、改廃並び使用核種の追加

（１）総括安全衛生管理者 

（２）保健管理センター所長 

（３）研究科長が指名する教員 

（４）放射線取扱主任者 

（５）副放射線取扱主任者 



又は使用数量の増加等に関する事項 

（４）その他放射線及びエックス線障害防止に関する事項 

（６）放射線実験施設管理責任者 

（７）放射線実験施設安全管理責任者 

（８）放射線実験施設管理区域責任者 

（９）エックス線作業主任者のうち学長が指名

する職員 

（１０）企画総務課長 

（１１）その他学長が必要と認める者 

遺伝子組換え生物等安全管理

委員会 

（１）遺伝子組換え生物等の第２種使用等をする間に執る拡散防

止措置に係る適法性の審査に関する事項 

（２）遺伝子組換え生物等の取扱い及び安全管理に関する事項 

（３）実験従事者に係る教育訓練及び健康管理に関する事項 

（４）危険時及び事故時の必要な処置並びに改善策に関する事項 

（５）施設の適合性の審査に関する事項 

（６）その他遺伝子組換え生物等安全管理に関する事項 

（１）総括安全衛生管理者 

（２）保健管理センター所長 

（３）遺伝子組換え生物等安全主任者 

（４）学外の学識経験者 

（５）企画総務課長 

（６）その他学長が必要と認める者 

情報公開・個人情報保護委員

会 

（１）情報公開に係る基本方針に関する事項 

（２）情報公開に係る基準に関する事項 

（３）情報公開の実施に関する事項 

（４）保有する個人情報の管理に関する重要事項 

（１）学長が指名する理事  １人 

（２）総合情報基盤センター長 

（３）保健管理センター所長 

（４）研究科長が指名する教員 

（５）研究推進機構長が指名する者 

（６）管理部長 

（７）その他学長が指名する職員 

人権問題及びハラスメント防

止委員会 

（１）人権問題の啓発に関する事項 

（２）ハラスメントの防止に関する事項 

（３）ハラスメント被害の調査に関する事項 

（１）学長が指名する理事  １人 

（２）保健管理センター所長 

（３）研究科長が指名する教員 

（４）管理部長 

（５）事業推進部長 

（６）その他学長が必要と認める者 



日本学生支援機構学資金返還

免除候補者学内選考委員会 

（１）独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資金の貸与を受

けた学生のうち、返還免除を申請した者に対する在学中の業

績評価及び返還免除の候補者の選考に関する事項 

（２）前号の業績を総合的に評価するための評価項目の設定に関

する事項 

（１）学長 

（２）学長が指名する理事 

（３）学長が指名する副学長 

（４）研究科長 

（５）各領域長 

（６）事業推進部長 

全学教員評価委員会 （１）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員就業規則

（平成１６年規則第２号。以下「職員就業規則」という。）

の適用を受ける教員の業績評価基準に関する事項 

（２）職員就業規則の適用を受ける教員の業績評価の調整、勤務

成績及び処遇への反映に関する事項 

（１）学長 

（２）学長が指名する理事 

動物実験委員会 （１）動物実験計画に係る動物愛護管理法等及び国立大学法人奈

良先端科学技術大学院大学動物実験等の実施に関する規程

（平成２０年規程第４号）に対する適合性に関する事項 

（２）動物実験計画の実施状況及び実施結果の適正性に関する事

項 

（３）施設等及び実験動物の飼養保管状況の適正性に関する事項 

（４）動物実験等の実施に係る教育訓練に関する事項 

（５）動物実験等の実施に係る自己点検・評価に関する事項 

（６）その他動物実験等の適正な実施に関し必要な事項 

（１）学長が指名する理事 

（２）生命科学研究基盤センター長 

（３）保健管理センター所長 

（４）管理者 

（５）学長が指名する動物実験等を行う教授又

は准教授  若干名 

（６）企画総務課長 

（７）その他学長が必要と認める者 

施設検討委員会 （１）中・長期的な施設計画に関する事項 

（２）施設の整備及び維持管理に関する事項 

（３）施設の全学的な有効活用に関する事項 

（４）キャンパスの交通に関する事項 

（５）その他施設に関して学長が諮問する事項 

（１）学長が指名する理事  １人 

（２）研究科長 

（３）各領域長 

（４）総合情報基盤センター長 

（５）研究推進部門長 

（６）管理部長 

（７）事業推進部長 



（８）会計課長 

（９）施設課長 

（１０）その他学長が必要と認める者 

人を対象とする研究に関する

倫理審査委員会 

 

（１）人を対象とする研究に関する規約の制定及び改廃に関する

事項 

（２）人を対象とする研究に関する研究計画等に係るこの規則及

び倫理指針等その他の関係法令に対する適合性に関する事項 

（３）人を対象とする研究に関する研究計画等の実施状況及び実

施結果等の適正性に関する事項 

（４）人を対象とする研究の適正な実施のための改善措置に関す

る事項 

（５）人を対象とする研究に関する教育研修の実施内容に関する

事項 

（６）その他人を対象とする研究に関し必要な事項に関する事項 

（１）生物学に関する専門家  １名以上 

（２）医学に関する専門家  １名以上 

（３）法律に関する専門家  １名以上 

（４）生命倫理に関する有識者  １名以上 

（５）一般の立場の者  １名以上 

基金委員会 （１）奈良先端科学技術大学院大学基金（以下「基金」という。）

の予算及び決算に関する事項 

（２）基金による事業計画に関する事項 

（３）基金の寄附金の受入れに関する事項 

（４）基金に係る寄附者への謝意の表明に関する事項 

（５）その他基金の管理運営に関する事項 

（１）学長 

（２）理事 

（３）研究科長 

（４）各領域長 

（５）その他学長が必要と認める者 

危機管理委員会 （１）全学的な危機管理体制に関する事項 

（２）危機管理基本計画に関する事項 

（３）危機に対するマニュアルに関する事項 

（４）学長が必要とする危機に係る調査に関する事項 

（５）その他全学的な危機管理に関し必要な事項 

（１）学長 

（２）学長が指名する理事 

（３）研究科長 

（４）各領域長 

（５）総合情報基盤センター長 

（６）保健管理センター所長 

（７）管理部長 



（８）事業推進部長 

（９）企画総務課長 

（１０）その他学長が必要と認める者 

研究リスクマネジメント委員

会 

（１）研究活動上の不正行為防止に係る企画及び立案に関する事

項 

（２）研究費の不正使用防止に係る企画及び立案に関する事項 

（３）安全保障輸出管理に関する事項 

（４）安全保障研究に関する事項 

（５）ＡＢＳ指針に関する事項 

（６）研究インテグリティの確保に関する重要事項 

 

（１）研究担当理事 

（２）学長が指名する理事 

（３）研究科長 

（４）各領域長 

（５）管理部長 

（６）事業推進部長 

（７）その他学長が必要と認める者 

広報戦略委員会 （１）広報戦略の基本方針に関する事項 

（２）ホームページ、広報誌その他の媒体を活用したメディア戦略

に関する事項 

（３）学生募集、社会連携、研究活動等の広報に関する事項 

（４）公開講座等の地域連携に関する事項 

（５）その他広報に関する事項 

（１）広報担当理事 

（２）広報担当学長補佐 

（３）学生募集担当学長補佐 

（４）各領域長が指名する教員  各１人 

（５）企画総務課長 

（６）教育支援課長 

（７）国際課長 

（８）大学広報に関し優れた知識と経験を有す

る者  若干名 

（９）その他学長が必要と認める者 

国際戦略委員会 （１）国際戦略に関する事項 

（２）海外の教育研究機関との組織的連携に関する事項 

（３）留学生の受入れ及び学生の海外派遣の推進に関する事項 

（４）海外研究者の受入れ及び教員の海外派遣の推進に関する事

項 

（１）国際担当理事 

（２）国際担当学長補佐 

（３）各領域長が指名する教員  各１人 

（４）エデュケーション・アドミニストレータ

ー（留学生・外国人研究者支援担当） 



（５）国際社会に向けた研究成果等の情報発信に関する事項 

（６）留学生及び外国人研究者並びにそれらの家族の生活支援に

関する事項 

（７）その他大学運営の国際化に関する事項 

（５）研究推進機構長が指名するリサーチ・ア

ドミニストレーター 

（６）事業推進部長 

（７）国際課長 

（８）その他学長が必要と認める者 

＊安全衛生委員会の委員のうち第６号委員は、過半数代表者の推薦に基づき、第２号委員から第５号委員の合計数と同数の委員を指名する。 

 ＊国際戦略委員会において共同学位に関する事項を審議する場合は、別表に掲げる委員に加え、教育支援課長及び当該事項を担当する教員を

加えるものとする。 


